
平成１６年７月５日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官
平成１６年（少コ）第３２５号（通常訴訟移行）敷金返還等請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年６月２１日

判　　　　　　　決
　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　１　被告は原告に対し，２１万１３００円及びこれに対する平成１６年２月１９日から支
払い済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。
　２　原告のその余の請求を棄却する。
　３　訴訟費用は，これを５分し，その１を原告の負担とし，その余は被告の負担とす
る。
　　　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求の趣旨
　　　被告は，原告に対し，２６万１３００円及びこれに対する平成１６年２月１９日（訴状

送達の日の翌日）から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
　１　請求原因の要旨
　　・　原告は，平成１５年６月２８日，被告との間で次の賃貸借契約（以下「本件契約」
という。）を締結した。
　　　　 ①　目的物件　東京都新宿区ab－c－d

　　　　　　　　ＡハイツB号室（以下「本件アパート」という。）
②　賃貸借期間　平成１５年７月１日から平成１７年６月末日まで
③　賃　　料  １か月５万円
④　共益費　１か月６３００円
⑤　賃料及び共益費は，毎月２５日限り翌月分を支払う。
⑥　預入敷金　１０万５０００円
⑦　預入礼金　１０万円
⑧　預入賃料（７月分）５万円

　 　⑨　預入共益費（７月分）６３００円（以上の⑥から⑨までの預入金を，以下「本
件預入金」という。）　　　
・　原告は，被告に対し，平成１５年６月１８日，手付金（以下「本件手付」　という。）
として５万円を支払った。

　　・　原告は，被告に対し，本件契約締結に際し，本件アパートの襖の張替，コンセン
ト修理，カーペットの下の畳の交換及び風呂場の壁修理（以下「本件補修箇所」
という。）の，各補修を求めた。しかし，被告は，本件補修箇所の補修をせず，原
告が，被告に対し，その履行を求めたところ，被告は，畳の交換費用の半分は原
告が負担するように言うなど，本件アパートの貸主としてすべき義務を果たさな
いため，原告は，本件アパートに入居することができなかった。

　　・　原告は，被告に対し，平成１５年６月３０日，本件契約につき解除の意思表示をし
た。
　　・　よって，原告は，被告に対し，本件預入金２６万１３００円の返還を求める。
　２　被告の主張

・　被告は，本件アパートの襖については，平成１５年７月１０日ころに張り　替えるこ
とを予定しており，また，畳については交換することにしていた。しかし，その余の
補修箇所があることについては否認する。

・　原告と被告は，本件契約において，賃借人の都合により本件契約を解約すると
きには，解約日の３か月前に書面により賃貸人に解約届を提出しなけれ　ばなら
ず，これに従った解約をしない場合には，賃借人は，賃貸人に対し，賃料と共益
費の合計額の６か月分を保証（以下「本件保証」という。）する旨　の合意（本件
契約条項第４条）がなされており，原告は，これに沿った解約　をしていないの
で，原告主張の本件契約解除の効果は認められない。また，原告は，本件保証
を提供しておらず，したがって，敷金については本件契約　条項第５条により返
還する必要がない。さらに，賃借人が賃貸人に一旦払った礼金や家賃又は共益
費は一切返還しないとする合意（同第３０条）がなされているので，被告にこれら
を返還する義務はない。

第３　当裁判所の判断
　　１　証拠（原告本人，被告本人）によれば，原告は，本件契約締結前に，本件アパー

トに下見に行った際，本件アパートの中に補修が必要な箇所を見つけたこと，原



告が，襖の張替を希望したところ，被告は梅雨明けにやる旨約束したこと，また，
畳の交換を希望したところ，被告は交換するがその費用の半分を負担するように
言ったことが認定できる。しかし，原告が，被告に対し，明確に，本件補修箇所に
ついて期日を指定して補修を促した事実までは認定できない。むしろ，原告は，被
告から，現状のままで本件アパートに入居してほしい旨言われており，原告が，本
件預入金を支払って貸室賃貸借契約書（乙１，以下「本件契約書」という。）を作成
した後も，現状のままで本件アパートに入居すべきか迷っていたところ，被告か
ら，契約をやめるならやめてもいい旨言われたので，あらためて息子夫婦と相談し
た上で本件契約を解除する決心をしたことが認定できる。

　　　以上の事実によれば，被告は，本件契約締結に際し，原告が本件アパートに
入居するまでに本件補修箇所を補修すべき義務を負ったとはいえない。

２　被告は事業者として，原告は消費者として本件契約を締結しているところ，本件
契約書４条の，借主が本件契約を解除する場合には，解約日の３か月前に解約
届を提出しなければならず，これに違反した場合には，賃料と共益費の合計額の
６か月分を貸主に保証する旨の約定及び同３０条の，借主が貸主に一旦支払った
礼金や家賃又は共益費は一切返還しない旨の約定は，公の秩序に関するもので
はないが，著しく原告の権利を制限し，又は原告の義務を加重する条項であるの
で，消費者契約法１０条の趣旨に照らして無効である。

３　原告が，被告に対し，本件手付を支払ったことは当事者間に争いはない。また，
被告が原告に対して交付した計算書・請求書（甲１）及び契約手付金領収書（甲２）
には，本件手付が違約手付の趣旨である旨の記載があるが，本件契約がアパー
トについての一般的な貸室契約であること，本件手付が本件預入金に書式代とし
て３万６７５０円を加えた合計２９万８０５０円の内金５万円であって，内金の割合と
しては低くはないこと，一旦本件アパートの貸室賃貸借契約が成立すると，本件契
約書４条により，借主からの解約には相当な不利益が伴うので容易には解約申入
れができないこと，上記認定のとおり，被告は，原告に対し，本件契約をやめるな
らやめてもいい旨述べていることから，被告は，原告に対し，解約権を付与したも
のと解されることなど，諸般の事情を総合すると，本件手付は民法５５７条に定め
る解約手付の性質も有しているものと解すべきである。そして，本件契約の賃貸借
期間は平成１５年７月１日から　　であるが（乙１），被告には，少なくとも本件アパ
ートの襖の張替え及び畳の交換をすべき義務があるところ，証拠（原告本人，被
告本人）によれば，原告は，いまだ本件アパートに入居しておらず，被告に対し，
遅くとも，被告が，襖の張替えや畳の交換など，本件契約につき貸主としての履行
に着手しない段階である平成１５年７月８日には，電話で本件契約の解約申入れ
をしていることが認められる。

４　以上によれば，原告は，被告に対し，平成１５年７月８日に，本件手付を放棄して
本件契約を解約したことが認められる。

　　　　　東京簡易裁判所民事第５室
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